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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録装置であって、
　媒体を収容する媒体収容部と、
　前記媒体収容部から媒体を送り出す給送手段と、
　前記媒体収容部から送り出された媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　前記排出手段により排出される媒体を載置し、前記排出手段による排出の方向に移動可
能に構成された媒体受けトレイと、を備え、
　前記媒体受けトレイは切り欠き部を有し、前記記録装置の中に前記媒体受けトレイが収
納される収納位置に前記媒体受けトレイが位置する際に、当該媒体受けトレイの前記切り
欠き部は、前記移動方向において、前記給送手段の一部とオーバーラップする、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、前記給送手段は、前記媒体収容部の底面に対して
進退する方向に変位可能に設けられた給送ローラーと、
　前記給送ローラーを支持するとともに、前記給送ローラーが変位し得る様に揺動可能に
設けられたローラー支持部材と、を備え、
　前記媒体受けトレイが前記収納位置にある際に、前記逃げ部の内側に前記ローラー支持
部材が位置する、
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ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の記録装置において、前記媒体受けトレイは、媒体を受
ける媒体受け面の全領域が一の部材により形成され、前記逃げ部が前記一の部材に形成さ
れている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の記録装置において、前記媒体受けトレイ
は、媒体を受ける媒体受け面の下流側に、媒体排出方向と交差する方向における媒体の両
端部が乗り上がる隆起部を備えるとともに、前記媒体受け面の上流側に、前記逃げ部が媒
体排出方向と交差する方向における中央部に設けられている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の記録装置において、前記媒体受けトレイ
において媒体排出方向と交差する方向の端部には、媒体排出方向に沿ってラック＆ピニオ
ン機構を構成するラック部が形成されており、
　前記ラック部が動力を受けることにより前記媒体受けトレイがスライド動作する構成を
備える、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項２から請求項５のいずれか１項に記載の記録装置において、前記媒体受けトレイ
は、装置の高さ方向において前記媒体収容部と前記記録手段との間に位置しており、
　前記媒体受けトレイが前記収納位置にある際に、前記媒体受けトレイにおける上流側の
端部が、前記媒体収容部から送り出されて前記記録手段へと向かう媒体の給送経路を塞ぐ
位置にある、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　記録装置であって、
　媒体を収容する媒体収容部と、
　前記媒体収容部から媒体を送り出す給送手段と、
　前記媒体収容部から送り出された媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　前記排出手段により排出される媒体を載置する、前記媒体収容部から離間した媒体受け
トレイと、を備え、
　前記媒体受けトレイは切り欠き部を有し、前記記録装置の中に前記媒体受けトレイが収
納される収納位置に前記媒体受けトレイが位置する際に、当該媒体受けトレイの前記切り
欠き部は、鉛直方向において、前記給送手段の一部とオーバーラップする、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項８】
　記録装置であって、
　媒体を収容する媒体収容部と、
　前記媒体収容部から媒体を送り出す給送ローラーと、
　前記給送ローラーを支持する、揺動可能な揺動部材と、
　前記媒体収容部から送り出された媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　前記排出手段により排出される媒体を載置する、前記媒体収容部から離間した媒体受け
トレイと、を備え、
　前記媒体受けトレイは、前記記録装置の中に収納される収納位置に位置する際に、前記
揺動部材が横切ることを受け入れ可能な受入部を有する、
ことを特徴とする記録装置。
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【請求項９】
　記録装置であって、
　媒体を収容する媒体収容部と、
　前記媒体収容部から媒体を送り出す給送手段と、
　前記媒体収容部から送り出された媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　前記排出手段により排出される媒体を載置する、前記媒体収容部から離間した媒体受け
トレイと、を備え、
　前記媒体受けトレイは、前記記録装置の中に収納された際に、前記給送手段を内側に位
置させることが可能な切り欠き部を有する、
ことを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録が行われて排出される媒体を受ける媒体受けトレイを備えた記録装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置の一例としてのプリンターには、記録が実行されて排出される媒体（例えば、
記録用紙）を受ける排紙受けトレイ（排紙スタッカーなどと呼ばれることもあるが、以下
では「トレイ」と言うこととする）が設けられ、当該トレイに、記録の行われた記録用紙
が順次積重される様に構成されている。
【０００３】
　トレイは、非使用時には占有スペースを小さく、一方で使用時には記録用紙を受ける面
を広く展開できる様に、多段式に構成されたものが用いられる場合もある（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－００１７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところでトレイが記録装置の内部に収納された収納状態と、トレイを記録装置から引き
出して使用する使用状態と、を取りうる様に構成する場合、収納状態においてトレイが装
置内部のスペースを占有することから、装置の大型化を招き易い。
【０００６】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、装置内部におけ
るトレイの収納スペースを節約することで、装置の大型化を抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る記録装置は、媒体を収容する媒体
収容部と、前記媒体収容部から媒体を送り出す給送手段と、前記媒体収容部から送り出さ
れた媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排
出手段と、前記給送手段を避ける逃げ部が形成された、前記排出手段により排出される媒
体を受ける媒体受けトレイとを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本態様によれば、前記排出手段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイは、前記
給送手段を避ける逃げ部が形成されているので、装置の高さ方向において前記給送手段と
媒体受けトレイとを重畳させる必要がなく、高さ方向で両者をオーバーラップさせること
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ができ、装置の高さ方向寸法の増大を抑制することができる。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、媒体排出方向にスライドすることにより
、前記記録装置の本体内部に収納される収納位置と、前記記録装置の本体から突出して媒
体を受ける突出位置と、の間を変位し、前記媒体受けトレイが前記収納位置にある際に、
前記逃げ部の内側に前記給送手段が位置することを特徴とする。
【００１０】
　本態様によれば、前記媒体受けトレイは、媒体排出方向にスライドすることにより、前
記記録装置の本体内部に収納される収納状態と、前記記録装置の本体から突出して媒体を
受ける突出状態と、を取りうるので、収納状態において前記記録装置の設置スペースを節
約できるとともに、使用状態において媒体を受ける媒体受け面を大きく確保することがで
きる。
【００１１】
　本発明の第３の態様は、第２の態様において、前記給送手段は、前記媒体収容部の底面
に対して進退する方向に変位可能に設けられた給送ローラーと、前記給送ローラーを支持
するとともに、前記給送ローラーが変位し得る様に揺動可能に設けられたローラー支持部
材と、を備え、前記媒体受けトレイが前記収納位置にある際に、前記逃げ部の内側に前記
ローラー支持部材が位置することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記媒体受けトレイ
は、媒体を受ける媒体受け面の全領域が一の部材により形成され、前記逃げ部が前記一の
部材に形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　本態様によれば、前記媒体受けトレイは、媒体を受ける媒体受け面の全領域が一の部材
により形成され、前記逃げ部が前記一の部材に形成されているので、前記媒体受けトレイ
の全体的な剛性を向上させることができるとともに、構造の簡素化によって低コスト化を
図ることができる。そして、前記逃げ部が形成されていることにより、収納状態において
も前記媒体受けトレイの寸法を大きく確保することができ、一の部材によって媒体受けト
レイを構成しても、前記媒体受け面を大きく確保することができる。
【００１４】
　本発明の第５の態様は、第１から第４の態様のいずれかにおいて、前記媒体受けトレイ
は、媒体を受ける媒体受け面の下流側に、媒体排出方向と交差する方向における媒体の両
端部が乗り上がる隆起部を備えるとともに、前記媒体受け面の上流側に、前記逃げ部が媒
体排出方向と交差する方向における中央部に設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　本態様によれば、前記媒体受けトレイは、媒体を受ける媒体受け面の下流側に、媒体の
両端部が乗り上がる隆起部を備えるとともに、前記媒体受け面の上流側に、前記逃げ部が
中央部に設けられているので、前記媒体受けトレイに排出された媒体にカールが形成され
易くなり、排出された媒体の先端が前記媒体受けトレイの先端からはみ出して垂れ下がり
、ひいては落下してしまうことを防止できる。
【００１６】
　本発明の第６の態様は、第２から第５の態様のいずれかにおいて、前記媒体受けトレイ
において媒体排出方向と交差する方向の端部には、媒体排出方向に沿ってラック＆ピニオ
ン機構を構成するラック部が形成されており、前記ラック部が動力を受けることにより前
記媒体受けトレイがスライド動作する構成を備えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第７の態様は、第２から第６の態様のいずれかにおいて、前記媒体受けトレイ
は、装置の高さ方向において前記媒体収容部と前記記録手段との間に位置しており、前記
媒体受けトレイが前記収納位置にある際に、前記媒体受けトレイにおける上流側の端部が
、前記媒体収容部から送り出されて前記記録手段へと向かう媒体の給送経路を塞ぐ位置に



(5) JP 5939383 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

あることを特徴とする。
【００１８】
　本態様によれば、前記媒体受けトレイが前記収納位置にある際に、前記媒体受けトレイ
における上流側の端部が、前記媒体収容部から送り出されて前記記録手段へと向かう媒体
の給送経路を塞ぐ位置にあるので、前記媒体受けトレイにおいて媒体を受ける媒体受け面
を大きく確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図２】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図３】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図４】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図５】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図６】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図７】給送手段と排紙受けトレイとの配置関係を示す斜視図。
【図８】排紙受けトレイの斜視図。
【図９】装置本体から排紙受けトレイが突出した状態を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明するが、本発明は、以下説明する実施
形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々の変形が可能
であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることを前提として、以下本発明の
一実施形態を説明するものとする。
【００２１】
　図１～図３は本発明に係る「記録装置」の一実施形態であるインクジェットプリンター
（以下「プリンター」と言う）１の外観斜視図、図４～図６はプリンター１の用紙搬送経
路を示す側断面図、図７は給送手段９と排紙受けトレイ８との配置関係を示す斜視図、図
８は排紙受けトレイ８の斜視図、図９は装置本体２から排紙受けトレイ８が突出した状態
を示す斜視図である。
【００２２】
■■■１．プリンターの全体構成■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　以下、図１～図６を参照しつつプリンター１の全体構成について概説する。プリンター
１は、媒体の一例としての記録用紙にインクジェット記録を行う装置本体（記録部）２の
上部にスキャナユニット３（図４～図６）を備えており、即ちインクジェット記録機能に
加えてスキャナ機能を備える複合機として構成されている。
【００２３】
　スキャナユニット３は、装置本体２に対して回動可能に設けられており、回動すること
により、閉じた状態（図１）と開いた状態（不図示）とをとり得る。　
　スキャナユニット３において上部のカバー４は開閉可能なカバーであり、当該カバー４
を開放することにより、スキャナユニット３の原稿台３ａ（図４～図６）が表れる様にな
っている。
【００２４】
　装置前面において符号５は、電源ボタンや各種印刷設定・記録実行を行う操作ボタン、
印刷設定内容や印刷画像のプレビュー表示などを行う表示部、等を備えて成る操作パネル
である。この操作パネル５はチルト可能に構成されており、図１は全閉状態を、図２は全
開状態を、図３は半開き状態を、それぞれ示している。図１～図３に示す様に操作パネル
５は、ユーザーが操作し易い角度に調整できる様になっている。尚、操作パネル５の開き
角は、図示しない角度保持手段により保持され、またボタン操作の為に閉方向の外力を受
けた場合であってもその角度が保持される様になっている。
【００２５】
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　装置前面において符号５９は下段側トレイ５０に設けられた開閉可能なカバーであり、
図１はカバー５９が閉じた状態を、図２及び図３はカバー５９が開いた状態を、それぞれ
示している。そしてこのカバー５９を開くことにより、下段側トレイ５０、上段側トレイ
６０、排紙受けトレイ８、のこれらが露呈可能となり、下段側トレイ５０や上段側トレイ
６０の着脱作業や、排紙受けトレイ８のスライド動作が実行可能となる。
【００２６】
　排紙受けトレイ８は、図示しないモーターによって装置本体２に収納された収納位置（
図１、図２、図４）と、装置本体２の前方側に突出した突出位置（図３、図５、図６）と
、の間をスライド変位可能に設けられており、装置本体２の前方側に突出した突出位置を
とることで、記録が行われて排出される記録用紙を受けることができる。
【００２７】
　下段側トレイ５０と、その上部に設けられる上段側トレイ６０は、複数枚の記録用紙を
収容可能であり、装置本体２に対して着脱可能となっている。
【００２８】
　続いて、装置本体２の後方上部において符号６は開閉可能な手差しカバーであり、この
手差しカバー６を開くことにより、手差しトレイ７（図４～図６）を利用した記録用紙の
手差しでの給紙が行える様になっている。
【００２９】
　続いて、主として図４～図６を参照しつつプリンター１の用紙搬送経路について説明す
る。本実施形態に係るプリンター１は、装置底部に下段側トレイ５０及び上段側トレイ６
０を備え、当該下段側トレイ５０或いは上段側トレイ６０から記録用紙を１枚ずつ給送す
る。
【００３０】
　上段側トレイ６０は、給送可能位置（図６）と退避位置(図４、図５）との間をスライ
ド変位可能に設けられており、そして図示しないモーターの動力を受けて、給送可能位置
（図６）と退避位置(図４、図５）との間を変位する様に構成されている。
【００３１】
　尚、図４～図６においては、下段側トレイ５０に収容される用紙を符号Ｐ１で、上段側
トレイ６０に収容される用紙を符号Ｐ２で、それぞれ示している（以下、特に区別する必
要がない場合は「用紙Ｐ」と言う）。また、下段側トレイ５０から送り出される用紙Ｐ１
の通過軌跡を破線Ｔ１で、上段側トレイ６０から送り出される用紙Ｐ２の通過軌跡を破線
Ｔ２で、それぞれ示している。
【００３２】
　図示しないモーターによって回転駆動される給送ローラー（ピックアップローラーとも
呼ばれる）１０は、回動軸１２を中心に揺動する「ローラー支持部材」としての揺動部材
１１に設けられており、上段側トレイ６０が最も装置前方側（図４～図６において右方向
：上段側トレイ６０の引き抜き方向側）にスライドした状態、即ち上段側トレイ６０が退
避位置にあるときは（図４、図５の状態）、下段側トレイ５０に収容された用紙Ｐ１の最
上位のものと接して回転することにより、当該最上位の用紙Ｐ１を下段側トレイ５０から
送り出す。
【００３３】
　また上段側トレイ６０が最も装置後方側（図４～図６において左方向：上段側トレイ６
０の装着方向側であり、用紙送り出し方向側でもある）にスライドした突き当たり位置に
あるとき、即ち上段側トレイ６０の給送可能位置では（図６の状態）、給送ローラー１０
が上段側トレイ６０に収容された用紙Ｐ２の最上位のものと接して回転することにより、
当該最上位の用紙Ｐ２を上段側トレイ６０から送り出す。
【００３４】
　尚、本実施形態では図８に示す様に回動軸１２は揺動部材１１の揺動軸を構成するとと
もに、図示しないモーターの動力を受けて回転することで、図７に示す様に回動軸１２に
設けられた伝達歯車１３から、歯車輪列１４を介し、給送ローラー１０へと動力を伝達す
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る。また本実施形態において揺動部材１１と給送ローラー１０は、用紙Ｐを給送する給送
手段９（図７）を構成する。
【００３５】
　続いて装置本体２において下段側トレイ５０及び上段側トレイ６０の先端と対向する位
置には、分離斜面１６が設けられており、下段側トレイ５０が装着された状態では、下段
側トレイ５０の先端に設けられたストッパー（不図示）が、分離斜面１６より奥方（図４
～図６において左側）に入り込み、下段側トレイ５０に収容された用紙先端が分離斜面１
６と当接可能な状態となる。
【００３６】
　また上段側トレイ６０においては、当該上段側トレイ６０が給送可能位置（突き当たり
位置：図６）に位置決めされた状態において、上段側トレイ６０の先端に設けられたスト
ッパー６０ｃが、分離斜面１６より奥方に入り込み、上段側トレイ６０に収容された用紙
先端が分離斜面１６と当接可能な状態となる。
【００３７】
　そして下段側トレイ５０或いは上段側トレイ６０から送り出される用紙Ｐは、その先端
が分離斜面１６に接しながら下流側に進むことで、給送されるべき最上位の用紙Ｐと次位
以降の用紙Ｐとの分離が行われる。
【００３８】
　分離手段１４の先には、図示しないモーターによって回転駆動される中間ローラー１７
が設けられており、この中間ローラー１７によって用紙Ｐは湾曲反転させられ、装置前方
側へと向かう。尚、符号１９、２０、２１は従動回転可能な従動ローラーであり、少なく
とも用紙Ｐは、従動ローラー１９と中間ローラー１７とによってニップされ、また従動ロ
ーラー２０と中間ローラー１７とによってニップされて、下流側へと送られる。
【００３９】
　中間ローラー１７の先には、図示しないモーターによって回転駆動される搬送駆動ロー
ラー２４と、該搬送駆動ローラー２４に接して従動回転する搬送従動ローラー２５とが設
けられており、これらローラーによって用紙Ｐが記録ヘッド３０の下へと送られる。
【００４０】
　続いてインクを吐出する記録ヘッド３０はキャリッジ２９の底部に設けられ、当該キャ
リッジ２９は図示しないモーターによって主走査方向（図４～図６の紙面表裏方向）に往
復動する様に駆動される。
【００４１】
　記録ヘッド３０と対向する位置には支持部材２８が設けられ、当該支持部材２８によっ
て、用紙Ｐと記録ヘッド３０との間の間隔が規定される。そして支持部材２８の下流側に
は、図示しないモーターによって回転駆動される排出駆動ローラー３１と、当該排出駆動
ローラー３１に接して従動回転する排出従動ローラー３２とを備えた排出手段が設けられ
ている。記録ヘッド３０によって記録の行われた用紙Ｐは、これらローラーにより、上述
した排紙受けトレイ８へ向けて排出される。
【００４２】
■■■２．排紙受けトレイ８の詳細■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　以上がプリンター１の全体構成であり、以下、媒体受けトレイとしての排紙受けトレイ
８について更に詳説する。　
　排紙受けトレイ８は、本実施形態では用紙を受ける用紙受け面８ａの全領域が一の部材
により形成されており、即ち多段式（引き出し式）ではなく一段式のトレイとして構成さ
れている。より具体的には、本実施形態では排紙受けトレイ８の全体が樹脂材料によって
一体的に形成されている。これにより排紙受けトレイとして全体的な剛性の向上が図られ
ているとともに、構造の簡素化により低コスト化が図られている。
【００４３】
　排紙受けトレイ８は、その端部（用紙排出方向と交差する方向（用紙幅方向）の端部）
８ｅが、装置本体２の基体を構成するフレーム３４（図９）に対してスライド可能に支持
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されている。この排紙トレイ８の両端部（用紙排出方向と交差する方向の両端部）には用
紙排出方向に沿ってラック部８ｆが形成されている。ラック部８ｆはラック＆ピニオン機
構を構成するラックであり、図示を省略するピニオン歯車が噛合している。そして図示し
ないモーターの動力により前記ピニオン歯車が回転することにより、排紙受けトレイ８が
スライド動作する。尚、本実施形態ではラック部８ｆは両端部に形成されているが、いず
れか一端側にのみ形成されていても良い。
【００４４】
　排紙受けトレイ８において用紙排出方向の上流側（図４～図６において左側、図７及び
図８において左上側）には、給送手段９を避ける逃げ部８ｇが形成されている。この逃げ
部８ｇは、その幅(用紙幅方向の幅）ｈが揺動部材１１の幅よりやや大きめに設定されて
おり、即ち逃げ部８ｇの内側で揺動部材１１が揺動できる様に設定されている。また、本
実施形態では用紙幅方向における給送基準位置は用紙中央に設定されている為、逃げ部８
ｇは、用紙幅方向においてほぼ中央に形成されている。
【００４５】
　この逃げ部８ｇは、以下の様な作用効果を奏する。即ち、排紙受けトレイ８は装置本体
２の内部に収納可能に設けられるが、装置本体内に収納された状態において給送手段９と
排紙受けトレイ８とを重畳して設けると、装置の大型化（特に、高さ方向寸法の増大）を
招き易い。
【００４６】
　しかしながら上述した通り、排紙受けトレイ８は、給送手段９を避ける逃げ部８ｇが形
成されているので、装置の高さ方向において給送手段９と排紙受けトレイ８とを重畳させ
る必要がなく、高さ方向で両者をオーバーラップさせることができ、装置の高さ方向寸法
の増大を抑制することができる。
【００４７】
　次に排紙受けトレイ８において用紙受け面８ａの下流側には、用紙両端部が乗り上がる
隆起部８ｄが形成されており、この隆起部８ｄに用紙両端（用紙排出方向と交差する方向
（用紙幅方向）における両端）が乗り上がることにより、用紙にカールが形成される。図
８において符号Ｐ’及び仮想線で示す用紙はその様なカールが形成された状態を示してお
り、下流側の両端部が隆起部８ｄに乗り上がり、またこれに加えて上流側の中央部が逃げ
部８ｇにやや入り込む様な状態となることで、用紙にカールが形成される。
【００４８】
　これにより、用紙先端が用紙受け面８ａからはみ出して垂れ下がり、ひいては落下して
しまうことを防止することができる。尚、図８に示す様な用紙のカールを形成する為には
、逃げ部８ｇは用紙幅方向の中央部に形成されることが好ましいが、逃げ部８ｇが用紙幅
方向の端部に形成されている様な場合でも、下流側の両端部に隆起部８ｄが形成されてい
れば、用紙にカールの形成を促すことができる。
【００４９】
　加えて排紙受けトレイ８は、用紙を受ける用紙受け面８ａの下流側に斜面８ｂが形成さ
れ、即ち支持される用紙が上向き傾斜となる様に構成されているので、これによっても排
出された用紙が容易に下方に落下しない様になっている。
【００５０】
　尚、本実施形態では、装置高さ方向において下段側トレイ５０及び上段側トレイ６０と
、記録ヘッド３０との間に排紙受けトレイ８が位置しており、排紙受けトレイ８が収納位
置にある際に（図４）、その上流側端部８ｈが用紙給送経路を塞がない様にクリアランス
Ｌ１（図４）が形成される。しかしながらこのクリアランスＬ１を更に小さくし、排紙受
けトレイ８の上流側端部８ｈが用紙給送経路を塞ぐ様に形成すれば（上流側端部８ｈと分
離斜面１６とがほぼ接している様な状態）、排紙受けトレイ８即ち用紙受け面８ａを更に
大きく確保することができ、より確実に用紙を受けることが可能となる。
【００５１】
　また、図４～図６において符号３４ａは、フレーム３４に形成された、下段側トレイ５
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０及び上段側トレイ６０の収容領域と排紙受けトレイ８の収容領域とを仕切る仕切板であ
るが、この仕切板３４ａを廃止することで、装置の高さ方向寸法を更に低く抑えることが
可能となる。
【符号の説明】
【００５２】
１　インクジェットプリンター、２　装置本体（記録部）、３　スキャナ部、４　原稿カ
バー、５　操作パネル、６　手差しカバー、７　手差しトレイ、８　排紙受けトレイ、８
ａ　用紙支持面、８ｂ　斜面、８ｄ　隆起部、８ｅ　端部、８ｆ　ラック部、８ｇ　逃げ
部、９　給送手段、１０　給送ローラー、１１　揺動部材、１２　回動軸、１３　伝達歯
車、１４　歯車輪列、１６　分離斜面、１７　中間ローラー、１８～２１　従動ローラー
、１９　従動ローラー、２０　従動ローラー、２１　従動ローラー、２４　搬送駆動ロー
ラー、２５　搬送従動ローラー、２８　支持部材、２９　キャリッジ、３０　記録ヘッド
、３１　排出駆動ローラー、３２　排出従動ローラー、３４　フレーム、３４ａ　仕切板
、５０　下段側トレイ、５９　カバー、６０　上段側トレイ、６０ｃ　ストッパー、Ｐ、
Ｐ１、Ｐ２　記録用紙

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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